
厚木市自転車処分取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、厚木市自転車の放置防止に関する条例（昭和59年厚木

市条例第15号。以下「条例」という。）第12条第４項に規定する引取りの

ない自転車の処分について必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、条例の例による。 

（処分対象自転車） 

第３条 条例第12条第４項の規定に基づく処分の対象とする自転車（以下

「処分対象自転車」という。）は、指定の保管場所に移動した放置自転車

のうち、60日の保管期間が経過した引取りのない自転車とする。 

（自転車の機能分類） 

第４条 前条に規定する処分対象自転車が本来の機能を有するものかどうか

判定する基準は、おおむね別表のとおりとする。 

（処分の方法） 

第５条 第３条に規定する処分対象自転車の処分の方法は、破砕又は売却と

する。ただし、安全走行に支障がないと判断された自転車については、再

生利用等の有効利用を目的とした譲渡をすることができる。 

（譲渡） 

第６条 前条ただし書に規定する譲渡は、次に掲げるものに対して行うもの

とする。 

(1) 神奈川県自転車商協同組合 

(2) 公共的団体 

（覚書の締結） 

第７条 厚木市と前条各号に掲げる団体は、譲渡に際し、自転車譲渡に関す

る覚書を締結するものとする。 

 

附 則 

この要綱は、平成元年12月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成23年６月１日から施行する。 



附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 



別表（第４条関係） 

 

本来の機能を有しない自転車とは、表中のＡのいずれかに該当するもの又

はＢの２項目以上に該当するものをいい、それ以外は、機能を有するものと

判断する。 

 

Ａ 

１ ハンドル、車輪、タイヤ、チェーン又はクランクが無いもの 

２ 本体が折れ曲がる等修理不可能なもの 

 

Ｂ 

１ 前照灯が無いもの又はその機能を有していないもの 

２ スポークが３本程度無いもの又はその機能を有していないもの 

３ タイヤの溝が２ミリメートル以下のもの 

４ パンクしているもの 

５ ブレーキが故障しているもの 

６ ペダルが無いもの又はその機能を有していないもの 

７ さびが著しいもの 

８ サドルが無いもの又はその機能を有していないもの 

９ その他安全走行に必要な重要部品が破損等により機能していな

  いもの（破損個所等が２箇所以上の場合は、機能を有しないもの

  と判断する。） 

 

 


